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藤沢市一般廃棄物処理基本計画の改定について（中間報告） 

 

 本市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に基づき、

平成２９年度から令和８年度までの１０年間を計画期間とする「藤沢市一般廃

棄物処理基本計画」を策定し、目標達成に向け取り組んでいます。現計画は策定

から５年が経過し、この間、国では法の改正や新たな法の成立がなされています。  

本市においても「かながわプラごみゼロ宣言」への賛同、「藤沢市気候非常事

態宣言」の表明など、廃棄物行政を取り巻く状況変化を踏まえた展開を行ってお

り、新たな施策により一層のごみ減量を推し進めるため、「藤沢市環境基本計画」

等上位計画との整合を図りながら、一般廃棄物処理基本計画を改定するもので

す。 

 

１ 計画の概要 

（１）計画の位置付け 
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厚生環境常任委員会  資料１ 

関連する計画 
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（２）目標の達成状況の検証と課題 

  現計画目標の達成状況（表１）、課題（表２）は次のとおりです。 

表１ 現計画中間目標と実績値との比較 

 

 

 

 

 

※１：資源化率Ⅰ及びⅡの実績値の上段は現計画の定義に基づいて算出した数値です。 

下段の（ ）内の数値は、改定計画の定義（本市施設で処理できない処理困難物を除く） 

に基づいて算出した数値です。 

 
※２：生活排水処理率については、現計画の令和２年度計画値（96.6％）と比較すると、実績値は

達成しています。 
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表２ 課題 

（３）将来目標と重点施策 

 将来目標（表３）及び重点施策（表４）は次のとおりです。 

表３ 将来目標 
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表４ 改定計画の重点施策 

 

２ 計画期間 

 令和４年度から令和１３年度までの１０年間とします。 

 

３ これまでの経過と今後の予定 

 

４ 資料 

  資料２ 藤沢市一般廃棄物処理基本計画（改定素案） 

 

以 上 

（環境部 環境総務課） 


